
 

 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

 

大阪府後期高齢者医療保険における 

令和８年度及び令和９年度の保険料率について 

 

 

 後期高齢者医療制度における保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律等に

基づき、２年ごとに改定する仕組みとなっており、大阪府後期高齢者医療広域連合

においては、令和８年度及び令和９年度の保険料率について、令和８年２月２７日

開催の広域連合議会において議決されましたので、情報提供させていただきます。 

 

 

１ 令和８年度及び令和９年度の基礎賦課額（医療分）の保険料率 

 

 

２ 令和８年度の子ども・子育て支援納付金賦課額（子ども分）の保険料率 

    （注）子ども分の保険料率は、子ども・子育て支援制度が段階的に構築されることから、

令和８年度から令和１０年度までの３年間、毎年度保険料率が変わります。 

 

 

【参考】 

軽減後の一人当たり平均保険料 

今 回       ： 年額 １１０，４１２円 

（医療分１０８，１１９円、子ども分２，２９３円） 

前 回       ： 年額  ９５，６６６円 

（令和５年度算定時）   増減額  １４，７４６円 

             伸び率    １５．４１％ 

 

 改定後 現 行 増減額等 

被保険者均等割額

（年額） 
６４,９３１円 ５７,１７２円 ７,７５９円  

所得割率 １１．５１％ １１．７５％ ▲０．２４％ 

賦課限度額 ８５万円 ８０万円 ５万円 

 改定後 現 行 増減額等 

被保険者均等割額

（年額） 
１,３７３円  １,３７３円 

所得割率 ０．２４％  ０．２４％ 

賦課限度額 ２１,０００円  ２１,０００円 

報 道 提 供 資 料   

令和８年２月２７日 

大阪府後期高齢者医療広域連合  

資格管理課長   

電話：０６－４７９０－２０２８ 

 



３ 保険料算定経過 

 

・医療分は高齢者負担率の増加、出産育児支援金の経過措置終了、医療給付費の

動向、診療報酬改定等を加味し、令和８年度及び令和９年度に保険者が負担す

べき医療費（医療給付費）総額を慎重に精査して、保険料を賦課すべき総額を

算定するとともに、令和７年度の財政収支状況から見込まれる剰余金の１６０

億円を２か年度で充当することで、保険料の増加抑制に努めました。 

・また、７割軽減対象者に対する更なる軽減措置として、令和８年度及び令和９

年度の医療分の被保険者均等割額について、７．２割軽減を実施します。 

・子ども分は全国の後期高齢者医療広域連合が納める支援納付金の総額をもとに、

保険料を賦課すべき総額を算定しています。 

 

 

 【参考資料】 

○ 後期高齢者医療制度の概要と保険料 

・後期高齢者医療制度は、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢

世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、７５歳以上の高齢者等を

対象とする医療制度として、平成２０年４月から施行されました。 

・後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しくご負担いただく「被

保険者均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」で構成され、

被保険者一人ひとりに対して賦課されます。 

・所得の低い方等には、以下の保険料軽減措置が現在適用されています。 

① 被保険者均等割額の軽減措置 

世帯の所得水準に応じ、７割（７．２割）・５割・２割軽減。 

② 会社の健康保険などの被扶養者であった方（元被扶養者）の軽減措置 

当面の間、所得割額を賦課しない。 

均等割額は資格取得後２年間５割軽減。 

 

○ 所得階層別の年間保険料算定例 

  ・別紙のとおり（単身世帯及び夫婦二人世帯、収入は年金のみの場合）。 

・上段の表が現行、下段の表は令和８年度及び令和９年度の保険料。 

 

○ これまでの保険料率 

 平成 20・21年度 平成 22・23年度 平成 24・25年度 平成 26・27年度 平成 28・29年度 

被保険者均等割額 ４７,４１５円 ４９,０３６円 ５１,８２８円 ５２,６０７円 ５１，６４９円 

所  得  割  率 ８．６８％ ９．３４％ １０．１７％ １０．４１％ １０．４１％ 

賦課(最高)限度額 ５０万円 ５０万円 ５５万円 ５７万円 ５７万円 

  平成 30・令和元年度 令和 2・3年度 令和 4・5 年度 令和 6・ 7 年度  

被保険者均等割額 ５１，４９１円 ５４，１１１円 ５４，４６１円 ５７，１７２円  

所  得  割  率 ９．９０％ １０．５２％ １１．１２％ １１．７５％  

賦課(最高)限度額 ６２万円 ６４万円 ６６万円 ８０万円  

 

○ 大阪府後期高齢者医療広域連合 

  ・府内４３市町村で構成 

  ・令和８年１月末の被保険者数：１，３５７，３６６人 

  ・事務所：大阪市中央区常盤町１丁目３番８号 中央大通ＦＮビル８階 



（参考）年間保険料額

  

単身世帯（収入は年金のみ）の場合

１５３万円 １６８万円 １９８万５千円 ２２４万円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８８万５千円 １１４万円 １９０万円

１５３万円 １６８万円 １９８万５千円 ２２４万円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８８万５千円 １１４万円 １９０万円

年　額 １，４４０円 １，４４０円 ４，５６５円 ７，３０５円 ９，１３２円

（1月当たり） １２０円 １２０円 ３８０円 ６０９円 ７６１円

（※１）特例措置により、医療分についての軽減割合は７．２割軽減となります。
（※２）子ども分の料率及び算出保険料額は令和８年度の数値です。

【別　紙】

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

１７，１５１円 ３４，７７６円 ８２，０４８円

０円 １５万円 ４５万５千円 ７１万円 １４７万円

令和６・７年度

１７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

０円 １５万円 ４５万５千円 ７１万円 １４７万円

１２９，１６２円 ２２９，８９７円

令和８・９年度

１８，１８０円 ３２，４６５円 ５１，９４４円 ６４，９３１円
均等割額　②

７割軽減（※１） ５割軽減 ２割軽減
の軽減割合

３６，２１６円 ８６，６１３円 １３６，４６７円 ２３９，０２９円
①＋②＋③＋④
保険料総額（円）

１８，５９１円

総所得金額等

年金収入額

所得額

基礎控除後の

　　　　　　①＋②
保険料総額（円）
均等割額　②

被保険者均等割額

１７，２６５円所得割額　① ０円

　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

医療分

所得額

被保険者均等割額
総所得金額等

軽減後の被保険者

の軽減割合

所得割額　③

６８６円４１１円

１６９，１９７円８１，７２１円５２，３７０円

均等割額　④
１，３７３円１，０９８円

軽減後の被保険者

　（医療分）被保険者均等割額＝６４，９３１円　　所得割率＝１１．５１％
（子ども分）被保険者均等割額＝１，３７３円　　所得割率＝０．２４％

１８，１８０円

基礎控除後の

４１１円

３，５２８円１，７０４円１，０９２円３６０円０円
子ども分
（※２）

年金収入額

軽減後の被保険者

増加額

１７２，７２５円８３，４２５円５３，４６２円１７，６２５円０円所得割額　①

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)



【別　紙】

 後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合

●妻の年金収入額８３万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２２９万円 ２８０万円 ３００万円

妻 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円

夫 ４３万円 ５８万円 １１９万円 １７０万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ７６万円 １２７万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

５割軽減 ２割軽減

夫 ０円 １７，６２５円 ８９，３００円 １４９，２２５円 １７２，７２５円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

夫 １７，１５１円 ３４，７７６円 １１７，８８６円 １９４，９６２円 ２２９，８９７円

妻 １７，１５１円 １７，１５１円 ２８，５８６円 ４５，７３７円 ５７，１７２円

合計 ３４，３０２円 ５１，９２７円 １４６，４７２円 ２４０，６９９円 ２８７，０６９円

●妻の年金収入額８３万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２２９万円 ２８０万円 ３００万円

妻 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円 ８３万円

夫 ４３万円 ５８万円 １１９万円 １７０万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ７６万円 １２７万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

５割軽減 ２割軽減

夫 ０円 １７，２６５円 ８７，４７６円 １４６，１７７円 １６９，１９７円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 １８，１８０円 １８，１８０円 ３２，４６５円 ５１，９４４円 ６４，９３１円

妻 １８，１８０円 １８，１８０円 ３２，４６５円 ５１，９４４円 ６４，９３１円

夫 ０円 ３６０円 １，８２４円 ３，０４８円 ３，５２８円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ４１１円 ４１１円 ６８６円 １，０９８円 １，３７３円

妻 ４１１円 ４１１円 ６８６円 １，０９８円 １，３７３円

夫 １８，５９１円 ３６，２１６円 １２２，４５１円 ２０２，２６７円 ２３９，０２９円

妻 １８，５９１円 １８，５９１円 ３３，１５１円 ５３，０４２円 ６６，３０４円

合計 ３７，１８２円 ５４，８０７円 １５５，６０２円 ２５５，３０９円 ３０５，３３３円

２，８８０円 ２，８８０円 ９，１３０円 １４，６１０円 １８，２６４円

(２４０円) (２４０円) (７６１円) (１，２１８円) (１，５２２円)

（※１）特例措置により、医療分についての軽減割合は７．２割軽減となります。
（※２）子ども分の料率及び算出保険料額は令和８年度の数値です。

令和６・７年度

令和８・９年度

　被保険者均等割額＝５７，１７２円　　所得割率＝１１．７５％

７割軽減

均等割額　②
軽減後の被保険者

所得割額　①

年金収入額

所得額

保険料総額（円）
　　　　　　①＋②

年金収入額

　（医療分）被保険者均等割額＝６４，９３１円　　所得割率＝１１．５１％
（子ども分）被保険者均等割額＝１，３７３円　　所得割率＝０．２４％

基礎控除後の

被保険者均等割額の軽減割合

基礎控除後の
総所得金額等

所得額

（1月当たり）

医療分

被保険者均等割額の軽減割合

総所得金額等

保険料総額（円）
　　　　　　①＋②＋③＋④

増加額
年　額

７割軽減(※1)

子ども分
（※２） 軽減後の被保険者

均等割額　④

均等割額　②

軽減後の被保険者

所得割額　①

所得割額　③

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)


	第10期料率改定資料（その1）
	第10期料率改定資料（その2）

